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                                                          開会 午前１０時００分 

    ◎開会の宣告 

〇議長（吉野正剛君） ただいまの出席議員は１０名であります。 

 定足数に達しておりますので、令和２年第４回佐呂間町議会臨時会を開会いたします。 

 

    ◎開議の宣告 

〇議長（吉野正剛君） これから本日の会議を開きます。 

 

    ◎諸般の報告 

〇議長（吉野正剛君） この際、諸般の報告を行います。 

 事務局長。 

〇議会事務局長（鈴木英樹君） 諸般の報告をいたします。 

 本日の欠席及び遅参届出等の議員はございません。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 本臨時会に提出された議件は、理事者よりの提出案件、議案９件です。 

 本臨時会に議案等説明のため出席を求めた者及び委任を受けて出席する者、別紙お手元

に配付のとおりです。 

 １０月１２日及び１１月１０日に実施しました例月出納検査の結果について監査委員よ

り報告がありました。お手元の議案につづり込みのとおりです。 

 前議会以降における閉会中の議会の動向につきましては、別紙お手元に配付のとおりで

す。 

 以上です。 

〇議長（吉野正剛君） 次に、１０月１３日、第３回遠軽地区広域組合議会臨時会が開催さ

れました。その報告があります。 

 ９番。 

〇９番（三田真美君） 第３回遠軽地区広域組合議会臨時会が１０月１３日に開会され、私

が出席しておりますので、ご報告をいたします。 

 まず、今年度の各事業の執行状況ですが、ごみ焼却施設事業、し尿等処理事業、リサイク

ル事業、いずれも順調に操業している状況です。 

 また、一般廃棄物最終処分場の候補地に湧別町福島地区が選定され、８月６日に湧別町の

住民を対象とした住民説明会を開催したとのことです。 

 消防関係は、本年４月採用の３名の職員のうち２名が北海道消防学校に入校していまし

たが、無事初任教育を終え、各配属先で勤務をしております。もう一名は、９月下旬より入

校し、５か月の教育が開始されております。 

 ９月末現在の火災件数は、建物火災８件、車両火災６件、林野火災１件、その他の火災４

件で合計１９件で、昨年同期より３件減です。なお、９月２６日夜には佐呂間町富丘でＤ型



ハウス１棟が全焼し、内部の牧草ロールなど焼失する建物火災が発生しました。今後も貴重

な財産の焼失や犠牲者を出さないよう火災予防に対する一層の注意喚起を図るとのことで

あります。 

 救急出動は、９月末現在で１，１６０件で前年比９５件減、搬送人員は１，０９５人で８

５人減とのことです。 

 次に、今議会に提案されました議案の概要ですが、まず承認第１号から承認第３号、専決

処分の承認を求めることについては、当組合が加入する北海道市町村職員退職手当組合規

約、北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約、北海道市町村総合事務組合規約の変更に

ついて、構成団体の脱退により専決処分をしたものです。 

 次に、議案第１号 令和２年度遠軽地区広域組合一般会計補正予算（第２号）は、歳入に

各町の広域組合負担金、衛生費、国庫補助金を減額し、繰越金を追加するものであり、歳出

については衛生費で最終処分場に関わる調査設計委託料等の減額、消防費で感染症対策に

関わる経費を追加するものであります。さらに、最終処分場整備事業の実施時期の変更に伴

い、継続費の見直しを行うものであります。 

 以上、提案されました承認３件、議案１件の計４件の議案を原案のとおり決定し、同日閉

会をいたしました。 

 詳しい内容につきましては、議会図書室に書類を置いてありますので、各自お目通しくだ

さい。 

 以上で報告を終わります。 

〇議長（吉野正剛君） これで諸般の報告を終わります。 

 

    ◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇議長（吉野正剛君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、３番、船木議員、４番、土田議

員を指名します。 

 

    ◎日程第２ 会期の決定 

〇議長（吉野正剛君） 日程第２、会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思います。ご異議ありませんか。 

                            （「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日１日間と決定をいたしました。 

 

    ◎日程第３ 町長行政報告 

〇議長（吉野正剛君） 日程第３、町長から行政報告及び提出案件の概要説明の申出があり

ました。 



 これを許します。 

 町長。 

〇町長（武田温友君） 前町議会定例会以降の行政報告と提出案件についてご説明申し上げ

ます。 

 初めに、８月に町内で２件発生しました家畜伝染病サルモネラ症についてでありますが、

それぞれ１０月５日、１０月１９日に２回続けて牛、施設環境検査とも全て陰性となり、清

浄化となっております。発生から清浄化までに要した治療費、消毒薬品代、検査料につきま

しては、佐呂間町家畜自衛防疫組合が全額負担することとなりますが、町においては佐呂間

町家畜伝染病対策支援事業補助要綱に定める支援事業費の４分の１、さらに２件発生した

ことで自衛防疫組合会計に不足が生じる場合は補正予算で対応したいと考えております。 

 次に、本臨時会に提案しました提出案件の概要についてご説明申し上げます。提出案件は、

議案９件であります。まず、予算の補正提案についてでありますが、令和２年度佐呂間町一

般会計補正予算、令和２年度佐呂間町簡易水道特別会計補正予算、令和２年度佐呂間町公共

下水道特別会計補正予算、令和２年度佐呂間町介護保険特別会計補正予算、令和２年度佐呂

間町介護サービス事業特別会計補正予算の５件でございます。 

 次に、条例の一部改正についてでありますが、佐呂間町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例、特別職の給料額及び旅費額並びにその支給条例、職員の給与に関する条例、

第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の４件であります。 

 以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

〇議長（吉野正剛君） これで行政報告を終わります。 

 

    ◎日程第４ 議案第６号ないし日程第７ 議案第９号 

〇議長（吉野正剛君） 日程第４、議案第６号 佐呂間町議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例の一部を改正する条例制定について、日程第５、議案第７号 特別職の給料

額及び旅費額並びにその支給条例の一部を改正する条例制定について、日程第６、議案第８

号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、日程第７、議案第９号 

第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例制定についてを一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長。 

〇総務課長（土門武史君） それでは、ご説明させていただきます。 

 議案第６号から議案第９号までは関連がございますので、一括してご提案をさせていた

だきます。 

 初めに、議案第６号からご説明を申し上げます。議案第６号 佐呂間町議会議員の議員報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について。 

                              （朗読部分記載省略） 



 続きまして、議案第７号をご説明申し上げます。議案第７号 特別職の給料額及び旅費額

並びにその支給条例の一部を改正する条例制定について。 

                              （朗読部分記載省略） 

 続きまして、議案第８号をご説明申し上げます。議案第８号 職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例制定について。 

                              （朗読部分記載省略） 

 続きまして、議案第９号をご説明申し上げます。議案第９号 第１号会計年度任用職員の

報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例制定について。 

                              （朗読部分記載省略） 

 それでは、提案理由につきましてご説明を申し上げます。今回の報酬条例及び給与条例の

改正につきましては、人事院勧告に基づく所要の改正となります。条例改正の説明資料とい

たしまして令和２年第４回佐呂間町臨時会提出議案関係説明資料、（条例、規約関係）、資料

番号１、令和２年度給与勧告、報告の骨子を提出しておりますので、本資料によりご説明を

申し上げます。毎年人事院において行われております職種別民間給与実態調査につきまし

ては、民間と公務の本年４月分の給与と昨年８月から本年７月までの直近１年間のボーナ

スの民間における支給実績と公務における年間支給月数を調査するものでございますけれ

ども、本年は新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、例年と異なる形で行われており、

実地調査によらない方法で実施が可能な特例給分の期末、勤勉手当に関する調査が６月２

９日から先行して実施され、特例給分に係る勧告が１０月７日付でなされております。 

 勧告の内容につきましては、資料のⅡ、ボーナスの改定中、１、民間給与の調査のとおり、

民間の支給割合の結果が４．４６月となり、公務の支給月数４．５０月を下回る結果を受け、

２、ボーナスの改定の内容と考え方のとおり、民間との均衡を図るため０．０５か月分引下

げ、４．４５月とする内容でございます。また、月例給に関する実地調査につきましては、

８月１７日から９月３０日の間で実施されており、給与勧告の骨子が発出されました１０

月７日の段階におきましては、３、月例給に記載のとおり、必要な報告、勧告を予定とされ

ておりましたが、次のページの報告の骨子が１０月２８日付で発出され、その内容といたし

ましては、１、民間給与との比較のとおり、民間給与との格差が金額にしてマイナス１６４

円、率にしてマイナス０．０４％と極めて小さく、２、改定方針のとおり、俸給表及び諸手

当の適切な改定が困難であることから、月例給の改定を行わない旨の報告がなされたとこ

ろでございます。 

 これら人事院からの勧告及び報告を受け、政府におきましては現在４１日間の会期で開

会中の第２０３回臨時国会へ国家公務員給与改正法案を１１月６日に提出し、本日２７日

に可決、成立される見通しであり、国の対応に準じ、本町の給与関係条例につきまして改正

を行うものでございます。 

 改正の内容といたしましては、期末手当につきまして国家公務員月数４．５０月に対する

民間の支給月数が４．４６月となったため、民間の支給割合に見合うよう０．０５月分を引



き下げ、４．４５月とするものであります。 

 各条例の改正条文でありますが、今回の改正は施行日が異なることから、同じ箇所を２度

改正するため、施行期日により第１条と第２条の条立てで改正を行うものであります。 

 それでは、議案別紙の条例新旧対照表によりご説明を申し上げます。初めに、議案第６号 

佐呂間町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いてでありますが、第１条関係の改正では、第５条第２項に規定の現行の支給率につきまし

ては６月及び１２月支給分とも１００分の２２５と規定されておりますが、今回の改正で

１００分の２２０とし、１００分の５を引き下げるものであります。本改正により、既に支

給済みの６月分と合わせ、年間の支給率を１００分の４４５とするものであります。 

 第２条関係の改正では、令和３年度以降の支給率につきまして、第１条で改正しました支

給率１００分の２２０を１００分の２２２．５に改正するもので、６月及び１２月支給分を

合わせた年間の支給率１００分の４４５に変更はございません。 

 続きまして、議案第７号 特別職の給料額及び旅費額並びにその支給条例の一部を改正

する条例制定についてでありますが、ただいまご説明いたしました佐呂間町議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例と同様の改正内容となります。 

 第１条関係の改正では、第３条の２第２項に規定の現行の支給率につきましては６月及

び１２月支給分とも１００分の２２５と規定されておりますが、今回の改正で１００分の

２２０とし、１００分の５を引き下げるものであり、本改正により既に支給済みの６月分と

合わせ、年間の支給率を１００分の４４５とするものであります。 

 第２条関係の改正では、令和３年度以降の支給率につきまして、第１条で改正しました支

給率１００分の２２０を１００分の２２２．５に改正するもので、６月及び１２月支給分を

合わせた年間の支給率１００分の４４５に変更はございません。 

 続きまして、議案第８号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

でありますが、第１条関係の改正では、第１５条第２項及び第３項に規定の現行の支給率に

つきましては６月及び１２月支給分とも１００分の１３０と規定しておりますが、今回の

改正で１００分の１２５とし、さきにご説明いたしました佐呂間町議会議員の議員報酬及

び費用弁償等に関する条例及び特別職の給料額及び旅費額並びにその支給条例の一部改正

同様１００分の５を引き下げるものであり、本改正により既に支給済みの６月分と合わせ、

年間の支給率を１００分の２５５とするものであります。 

 第２条関係の改正では、令和３年度以降の支給率につきまして、第１条で改正しました支

給率１００分の１２５を１００分の１２７．５に改正するもので、６月及び１２月支給分を

合わせた年間の支給率１００分の２５５に変更はございません。 

 続きまして、議案第９号 第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、ただいまご説明いたしました職

員の給与に関する条例と同様の改正内容となります。第１条関係の改正では、第８条第１項

第２号に規定の現行の支給率につきましては６月及び１２月支給分とも１００分の１３０



と規定されておりますが、今回の改正で１００分の１２５とし、１００分の５を引き下げる

ものであり、本改正により既に支給済みの６月分と合わせ、年間の支給率を１００分の２５

５とするものであります。 

 第２条関係の改正では、令和３年度以降の支給率につきまして、第１条で改正しました支

給率１００分の１２５を１００分の１２７．５に改正するもので、６月及び１２月支給分を

合わせた年間の支給率１００分の２５５に変更はございません。 

 なお、第２号会計年度任用職員につきましては、第２号会計年度任用職員の給与に関する

条例第１６条におきまして、第２号会計年度任用職員の期末手当は、給与条例第１５条の規

定の例によると規定されておりますので、支給率の引下げは行いますが、条例の改正はござ

いません。 

 また、再任用職員につきましては、今回の勧告から除くとされておりますので、支給率の

引上げはありません。 

 最後に、各改正条例の附則についてでありますが、今回の改正につきましては公布の日か

ら施行するといたしますが、ただし書として第２条の改正規定につきましては、令和３年４

月１日から施行することとしております。 

 以上、人事院勧告に基づくこれらの改正によりまして、特別職及び職員分の期末手当につ

きましては、特別職、一般職、会計年度任用職員の合計１３８名分、金額で当初予算ベース

で２２２万６，０００円の減額となります。 

 なお、今回の提出案件につきましては、人事院勧告に関連した案件のみをご提案させてい

ただいておりますが、令和２年４月１日及び１０月１日人事異動後の現在の職員体制を反

映した予算の調整につきましては、１２月１５日開会の第４回定例会におきましてご提案

させていただくこととしております。 

 説明につきましては以上でございます。よろしくご審議いただき、ご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

〇議長（吉野正剛君） これから質疑を行います。 

 議案第６号から議案第９号までの質疑を一括して行います。質疑ありませんか。 

                              （「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 質疑なしと認めます。 

 これから議案第６号の討論を行います。討論ありませんか。 

                              （「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第６号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

                            （「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６号 佐呂間町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の



一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第７号の討論を行います。討論ありませんか。 

                              （「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第７号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

                            （「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７号 特別職の給料額及び旅費額並びにその支給条例の一部を改正

する条例制定については、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第８号の討論を行います。討論ありませんか。 

                              （「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第８号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

                            （「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について

は、原案のとおり可決されました。 

 これから議案第９号の討論を行います。討論ありませんか。 

                              （「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第９号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

                            （「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９号 第１号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第８ 議案第１号 

〇議長（吉野正剛君） 日程第８、議案第１号 令和２年度佐呂間町一般会計補正予算（第

６号）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 企画財政課長。 

〇企画財政課長（久米修一君） 議案第１号をご説明いたします。 

 議案第１号 令和２年度佐呂間町一般会計補正予算（第６号）。 



（朗読部分記載省略） 

 本補正予算につきましては、先ほど条例改正の議決をいただきました人事院勧告に基づ

く期末手当の改定に伴う計上となります。 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正並びに総括、事項別明細書につきましては説明を

省略させていただき、歳出の６ページからご説明いたします。３、歳出、１款議会費、１項

議会費、１目議会費、補正額１４万５，０００円の減、議会議員に要する経費１０万２，０

００円の減、職員手当等、議員期末手当です。給与費４万３，０００円の減、職員手当等、

一般職です。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額１５１万９，０００円の減、給与

費、１５１万９，０００円の減、職員手当等、特別職７万９，０００円の減、一般職１３５

万６，０００円の減、第２号会計年度任用職員８万４，０００円の減。 

 ５款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、補正額２万１，０００円の減、給与

費２万１，０００円の減、職員手当等、一般職です。 

 次のページです。９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、補正額２９万９，０００

円の減、給与費２９万９，０００円の減、職員手当等、一般職２８万８，０００円の減、第

２号会計年度任用職員１万１，０００円の減。 

 １１款諸支出金、１項特別会計繰出金、１目佐呂間町簡易水道特別会計繰出金、補正額５

万４，０００円の減、佐呂間町簡易水道特別会計繰出金５万４，０００円の減、佐呂間町簡

易水道特別会計繰出金です。 

 ３目佐呂間町公共下水道特別会計繰出金、補正額３万円の減、佐呂間町公共下水道特別会

計繰出金３万円の減、佐呂間町公共下水道特別会計繰出金です。 

 ４目佐呂間町介護保険特別会計繰出金、補正額２万１，０００円の減、佐呂間町介護保険

特別会計繰出金２万１，０００円の減、佐呂間町介護保険特別会計繰出金です。 

 次のページです。５目佐呂間町介護サービス事業特別会計繰出金、補正額２３万９，００

０円の減、佐呂間町介護サービス事業特別会計繰出金２３万９，０００円の減、佐呂間町介

護サービス事業特別会計繰出金です。 

 今回の人件費に係る補正につきましては、人事院勧告に基づく給与改定に伴うもののみ

を補正計上させていただくもので、４月１日以降の人事異動等に伴う人件費の補正予算計

上については１２月定例議会において計上させていただきたいと考えております。 

 戻りまして、歳入の４ページからご説明いたします。２、歳入、１８款繰入金、１項基金

繰入金、１目財政調整基金繰入金、補正額３００万円の減、財政調整基金繰入金でありまし

て、余剰となる一般財源について減額補正するものです。 

 １９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額６７万２，０００円、前年度繰越金です。 

 歳出の後ろにあります給与費明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 

 以上であります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

〇議長（吉野正剛君） これから質疑を行います。歳入歳出一括して質疑を行います。質疑



ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                              （「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第１号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

                            （「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１号 令和２年度佐呂間町一般会計補正予算（第６号）は、原案のと

おり可決されました。 

 

    ◎日程第９ 議案第２号 

〇議長（吉野正剛君） 日程第９、議案第２号 令和２年度佐呂間町簡易水道特別会計補正

予算（第１号）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 建設課参事。 

〇建設課参事（鶴田俊洋君） 議案第２号を説明いたします。 

 議案第２号 令和２年度佐呂間町簡易水道特別会計補正予算（第１号）。 

                              （朗読部分記載省略） 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正と事項別明細書につきましては説明を省略し、歳

出の６ページから説明いたします。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

補正額５万４，０００円減、給与費５万４，０００円減、一般職です。補正理由は、人事院

勧告に基づく改定によるものです。 

 戻りまして、歳入の４ページです。歳入、４款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会

計繰入金、補正額５万４，０００円減、一般会計繰入金です。 

 歳出の後ろにあります給与費明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げ

ます。 

〇議長（吉野正剛君） これから質疑を行います。歳入歳出一括して質疑を行います。質疑

ありませんか。 

                              （「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                              （「なし」の声あり） 



〇議長（吉野正剛君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第２号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

                            （「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２号 令和２年度佐呂間町簡易水道特別会計補正予算（第１号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１０ 議案第３号 

〇議長（吉野正剛君） 日程第１０、議案第３号 令和２年度佐呂間町公共下水道特別会計

補正予算（第２号）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 建設課参事。 

〇建設課参事（鶴田俊洋君） 議案第３号を説明いたします。 

 議案第３号 令和２年度佐呂間町公共下水道特別会計補正予算（第２号）。 

                              （朗読部分記載省略） 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正と事項別明細書につきましては説明を省略し、歳

出の６ページから説明いたします。歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、

補正額３万円減、給与費３万円減、一般職です。補正理由は、人事院勧告に基づく改定によ

るものです。 

 戻りまして、歳入の４ページです。歳入、５款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会

計繰入金、補正額３万円減、一般会計繰入金です。 

 歳出の後ろにあります給与費明細書につきましては、説明を省略させていただきます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げ

ます。 

〇議長（吉野正剛君） これから質疑を行います。歳入歳出一括して質疑を行います。質疑

ありませんか。 

                              （「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                              （「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第３号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

                            （「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 



 したがって、議案第３号 令和２年度佐呂間町公共下水道特別会計補正予算（第２号）は、

原案のとおり可決されました。 

 

    ◎日程第１１ 議案第４号 

〇議長（吉野正剛君） 日程第１１、議案第４号 令和２年度佐呂間町介護保険特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 保健福祉課参事。 

〇保健福祉課参事（斎藤 博君） 議案第４号をご説明いたします。 

 議案第４号 令和２年度佐呂間町介護保険特別会計補正予算（第２号）。 

                              （朗読部分記載省略） 

 次のページからの第１表、歳入歳出予算補正と事項別明細書の総括につきましては説明

を省略し、歳出の６ページからご説明いたします。今回の補正につきましては、人事院勧告

に基づく期末手当の改正に伴う予算計上であります。歳出、３款地域支援事業費、３項包括

的支援事業・任意事業費、１目総合相談事業費、補正額２万１，０００円の減、給与費２万

１，０００円の減、職員手当等、一般職です。 

 戻っていただきまして、歳入の４ページからご説明いたします。歳入、６款繰入金、１項

一般会計繰入金、２目地域支援事業繰入金、補正額２万１，０００円の減、地域支援事業繰

入金です。 

 歳出の後ろにあります給与費明細書は、説明を省略させていただきます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議いただき、ご決定くださいますようお願い申し

上げます。 

〇議長（吉野正剛君） これから質疑を行います。歳入歳出一括して質疑を行います。質疑

ありませんか。 

                              （「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                              （「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第４号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

                            （「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４号 令和２年度佐呂間町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、

原案のとおり可決されました。 

 



    ◎日程第１２ 議案第５号 

〇議長（吉野正剛君） 日程第１２、議案第５号 令和２年度佐呂間町介護サービス事業特

別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 愛の園園長。 

〇愛の園園長（片岡満之君） 議案第５号を説明いたします。 

 議案第５号 令和２年度佐呂間町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）。 

                              （朗読部分記載省略） 

 次のページの第１表、歳入歳出予算補正と事項別明細書の総括につきましては説明を省

略し、歳出の６ページから説明いたします。歳出、１款総務費、１項施設管理費、１目特別

養護老人ホーム費、補正額２３万９，０００円の減、給与費、職員手当等、一般職でありま

して、人事院勧告に基づく給与改定に伴うものです。 

 戻っていただき、歳入の４ページから説明いたします。歳入、３款繰入金、１項一般会計

繰入金、１目一般会計繰入金、補正額２３万９，０００円の減、一般会計繰入金です。 

 なお、歳出の次に添付しております給与費明細書の説明は、省略させていただきます。 

 以上で説明を終わります。よろしくご審議いただき、ご決定くださいますようお願い申し

上げます。 

〇議長（吉野正剛君） これから質疑を行います。歳入歳出一括して質疑を行います。質疑

ありませんか。 

                              （「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

                              （「なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第５号を採決します。 

 お諮りします。本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

                            （「異議なし」の声あり） 

〇議長（吉野正剛君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５号 令和２年度佐呂間町介護サービス事業特別会計補正予算（第１

号）は、原案のとおり可決されました。 

 

    ◎閉会の宣告 

〇議長（吉野正剛君） これで本日の日程は全て終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 令和２年第４回佐呂間町議会臨時会を閉会いたします。 

                                                          閉会 午前１０時４３分  
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